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Ⅰ 適用範囲

この基準は、塩ビ製小口径マスによる下水道に接続する屋外排水設備（汚水）の設計及び施工に適用

する。

Ⅱ 設計

１ 配管計画

配管は、屋外配管設備からの配管箇所、公共汚水マスの位置及び敷地の形状などを考慮して、で

きる限り最短でかつ機能上支障を生じない適切な経路とする。

２ 下水道への接続

(1) 排水管は原則として、公共汚水マスの底部へ接続する。

(2) 雨水管は、道路側溝などの雨水排除施設に接続する。

３ 排水管の決定

(1) 排水管の最小管径と勾配

① 汚水のみを排除する排水管の管径及び勾配は、特別な場合を除き表－1 により決定する。

表－1 排水管の管径及び勾配

使用区分 排水管の口径 布設勾配

小便器・手洗器・洗面器 50mm 以上 5/100 以上

炊事場・浴槽・洗濯場 75mm 以上 3/100 以上

大便器 100mm 以上 1/100 以上

マス相互を連絡する排水管 100mm 以上 2/100 以上

排水人口 排水管の口径 布設勾配

150 人未満 100mm 以上 2/100 以上

150 人以上 300 人未満 125mm 以上 1.7/100 以上

300 人以上 500 人未満 150mm 以上 1.5/100 以上

500 人以上 200mm 以上 1.2/100 以上

② ただし、マス相互を連絡する排水管は、敷地の形状等の理由で、前記の表－1 による勾

配を用いることができない場合は、勾配を 1/100 以上とすることができる。

(2) 管内流速

管内流速は、管内の掃流性を考慮して 0.6～1.5m/秒の範囲とすることが望ましい。ただし、

やむを得ない場合は、最大流速を 3.0m/秒とすることができる。

(3) 管種

① 硬質塩化ビニル管の薄肉管（JIS K 6741 VU 管）を使用する。ただし、振動・荷重等を
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考慮し、必要のある場合は、一般管（JIS K6741 VP 管）等のそれに耐えうる管種を選

定する。

② 上記ビニル管に使用する継手は、VU 管には VU 継手（AS 38）、VP 管には DV 継手（JIS 
K 6739）とする。(図－1)（表－2）

表－2 塩ビ管の肉厚

（単位:mm）

管径 50 75 100 125 150 200 
VU 管 2.0 3.0 3.5 4.5 5.5 7.0 
VP 管 4.5 5.9 7.1 7.5 7.5 11.0 

(4) 排水管の土被り

排水管の土被りは、原則として 40cm 以上とする。

ただし、やむを得ず埋設深を浅くする場合は、排水管が損傷を受けない様に適切な防護を行

う。 

４ 小口径マス

(1) 設置場所

① 排水管の起点

② 排水管の屈曲点

③ 排水管の合流点

④ 排水枝管との合流点

⑤ 管路の延長が、その内径の 120 倍を超えない範囲において、管路の維持管理上適切な箇

所(表－3) 
 

表－3 マスの管径別最大設置間隔

管径(mm) 100 125 150 200 
最大間隔(m) 12 15 18 24 

⑥ 排水管径及び勾配が著しく変化する箇所（ただし、排水管の維持管理に支障のない時は

省略することができる。）

(2) 材質

マス底部(インバート部)、マス本体(VU 管)は硬質塩化ビニル製とする。蓋は硬質塩化ビニル

図－1
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製及び鋳鉄製とする。

(3) 形状・大きさ

形状は円形(マス本体は VU 管)とする。マス口径は原則として表－4 により接続する排水管の

管径、会合本数及び埋設深から定める。

表－4 マス口径と会合本数及びマスの深さ 
排水管径 マス口径(マス本体) 会合可能本数 マスの深さ 

100m 150mm(VU150） 3 本 60cm 以下

100m 200mm(VU200) 4 本 120cm 以下

125m 200mm(VU200) 3 本 120cm 以下

150m 200mm(VU200) 3 本 120cm 以下

200m 300mm(VU300) 3 本 120cm 以下

(注意)
・ マスの深さは、地面から下流側の管底までとする。

・ 会合可能本数は、会合する管径が排水管径と同じ場合である。管径等条件の異なる場合

は別途考慮する。

・ マスの深さ 60cm 以下でも、維持管理上マス口径は 200mm とする。

(4)構造

表－4 に規定するマスの口径の他、次項の構造を有するものとする。

① マス底部(インバート)
1) マス底部には、インバート部が一体成形されていること。

2) インバート部には、表－1 に規定する最小勾配が設けられていること。

3) 排水管及びマス本体と接着接合できる構造であること。(図－2) 

4) マス受口下部は、排水管の点検・維持管理が容易にできる曲線構造であること。

5) トイレからの排水枝管が合流する箇所には、「下流側 3cm 段差付 45度合流インバート」

を設置すること。

図－2
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② マス本体

1) マス本体は 3-(3)に規定する VU 管とし、マス底部(インバート部)及び蓋と接着接合す

るものとする。 
2) マスの深さは、マス本体の長さにより調整する。

③ 蓋

1) マス本体と接着接合できる構造とする。

2) 臭気漏れ、侵入水のない密閉構造とし、器具により開閉できる方式とする。

3) 上蓋へは、「汚水」又は「おすい」の表示をすること。

4) 色は御影色とする。(塩ビ製)
5) ただし、駐車場、私道などの車が通過する場所に用いる蓋は 1)、2)、3)構造でダクタ

イル鋳鉄製とする。

５ 小口径ドロップマス

(1)設置箇所

排水管路に表－5 による落差を設ける必要のある箇所には小口径ドロップを設置する。

表－5 排水管路とドロップマスの最低落差

排水管径 マス口径 最低落差

100mm 150mm 32cm 
100mm 200mm 32cm 
125mm 200mm 38cm 
150mm 200mm 45cm 
200mm 300mm 53cm 

(2)材質・形状・大きさ

小口径マスと同一とする。

(3) 構造

4－(4)－①－1）～4)の規定による他、汚水が流下する先端部は、汚水がスムーズに落下する

曲線形状とする。(図－3) 

(4) マス本体・蓋

マス本体・蓋の材質・構造・表示は小口径マスに用いるものと同一とする。

図－3
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６ 小口径トラップマス

(1) 設置箇所

① 排水設備から下水の臭気が屋内に侵入するのを防止するため、原則として器具ストラッ

プを設置するものとするが、既設排水設備への器具トラップ取付工事が技術的に困難な

場合には、屋外に小口径トラップマスを設置する。

1) 小口径トラップマスは、出来るだけ排水器具に近い位置に設ける。

2) 器具トラップと二重トラップとしてはならない。(事前調査で排水器具のトラップの

有無を確認する。)
3) トイレからの排水管は、小口径トラップに接続してはならない。

4) 建物からの排水口と小口径トラップマスとの水平距離が 2ｍ以上離れている場合に

は、出来るだけ建物の近くに掃除口を設けるものとする。(図－4) 
 

（小口径トラップマス）

② 集合トラップ

排水設備器具毎に小口径トラップマスを設置する方法の他、1 箇所の小口径トラップマ

スで複数の排水器具の防臭を行うことが出来る。 
1) 起点トラップ使用例(図－5) 

図－4

図－5
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2) ドロップインバート使用例(図－6) 

(2) 材質・形状・大きさ

材質・形状・大きさは、小口径マスと同一とする。

(3) 構造

① 4－(4)－①－1)～2)に規定する構造を有すること。

② 小口径トラップマスのマス底部(インバート部)には、回転する U トラップが連結され、

マス底部より U トラップの点検・清掃が出来る構造であること。(図－7) 
 

③ 小口径トラップマスに用いる U トラップの口径は、排水管と同一とし(50mm 以上)封水

深は 5cm 以上、10cm 以下とする。

④ 台所からの排水枝管が合流する箇所のトラップマスは、原則として流入側には目巾 8mm

図－6

図－7
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以下の目皿を設け、大きなゴミが流入しないものとし、かつ、トラップ部の取り外しが

可能な構造(二重トラップを防止するため)であること。

（4）マス本体・蓋 
マス本体・蓋の構造・材質・表示は、小口径マスに用いるものと同一とする。

７ 阻集器

油脂、ガソリン、土砂、その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は損傷するおそれのある物質、

あるいは危険な物質を含む汚水を排水する場合は、阻集器を設けなければならない。

（1） 阻集器設置上の留意点

① 使用目的に適合した阻集器を有効な位置に設置する。その位置は、容易に維持管理が出来、

有害物質を排出するおそれのある器具、又は、装置の近くが望ましい。

② 阻集器は、汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離できる構造とし、分離を必要と

するもの以外の下水を混入させないものとする。

③ 容易に保守点検が出来る構造とし、材質はステンレス、又は樹脂等の不透水性、耐腐蝕性

のものとする。

④ 阻集器に密閉蓋を使用する場合は、適切な通気がとれる構造とする。

⑤ 阻集器は原則としてトラップ機能を有するものとする。これに器具トラップを接続すると、

二重トラップとなるおそれがあるので、十分に注意する必要がある。なお、トラップ機能

を有しない阻集器を用いる場合は、その阻集器の直近下流にトラップを設ける。

⑥ トラップの封水深は 5cm 以上とする。

（2） 阻集器の種類

８ 通気管

（1） 通気管は、サイホン作用及びはね出し作用から排水器具トラップの封水を保護し、排水管路

内の流水を円滑にすると共に、排水時の騒音を低減させるために設置するが、一般住宅にお

いては必要ない。

（2） ただし、2 階建て以上の建物、共同住宅など、複数の排水設備器具が設置される場合は、そ

れぞれ単独で配管する場合の他は、誘導サイホン作用が生じやすく、封水破壊の恐れがある

ので（図－8）の様な有効な通気管を設けるものとする。

グリース阻集器

オイル阻集器 飲食店等

サンド阻集器

ヘア阻集器 美容院・理容院等

ランドリー阻集器

阻集器の種類

プラスタ阻集器
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９ 除外施設

下水道施設の機能保全と損傷防止、及び処理場からの放流水の水質確保をすることから、下水

道施設の機能を妨げたり、施設を損傷するおそれのある廃水を排出する工場及び事業所について

は、除外施設等の設置をしなければならない。

（1） 事前調査

除外施設の計画にあたっては、次の項目について調査を行う。 
① 事業所の規模及び操業形態。

② 廃水の発生及び水質。 
③ 廃水量の削減及び水質改善。

④ 処理水の再利用及び有用物質の回収。

（2） 排水系統

工場及び事業所から発生する廃水のうち、処理の必要のないものは、そのまま下水道に排除

する。処理の必要があるものについては、処理した後に下水道に排除する。

（3） 処理方式

廃水の処理方式は、原則として自動連続処理方式とする。

（4） 除外施設の構造等

除外施設は廃水の発生量及び水質に対し十分な容量、堅牢性、耐久性、耐腐蝕性の有するも

のとする。

Ⅲ 施工

１ 排水管

（1） 掘削工

① 掘削はやり方を設け、マス間を不陸のないように一直線に根切りしなければならない。

② 掘削幅は、管径及び掘削深に応じたものとする。（標準断面参照）

（2） 基礎工

① 普通地盤の場合の基礎は、厚さ 5cm 以上の砂基礎を施すものとする。

図－8
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② 配管床面及びマス据付床面はランマー等で十分に付き固めなければならない。

③ 地盤が軟弱な場合は、切込砕石、栗石等で置き換え、不等沈下を防ぐ措置をしなければな

らない。

（3） 布設工

① 排水管は、やり方に従い管の中心線、勾配を正確に保ち布設しなければならない。

② 排水管の場合は、使用する管に最も適切な方法で施工しなければならない。

（4） 埋戻工

① 埋戻しは、良質土で念入に突き固めながら施工し、一層の仕上がりは 15cm 以下としなけ

ればならない。

② 排水管の埋め戻しは一区間毎とし、管が移動、転倒しないように埋戻さなければならない。

（5） 防護

① 管は、原則として露出配管としてはならない。やむを得ず露出配管とする場合は、露出部

分の凍結、損傷等を防ぐため適当な材料で保護しなければならない。

② 車両などの通行がある箇所及び土かぶりが 40cm 以上確保出来ない箇所では、排水管の損

傷を防ぐため適当な材料で保護しなければならない。

２ 小口径マス

（1） 掘削工

小口径マスの設置箇所の掘削幅は、十分に余裕を取り、設置に支障のない様に掘削しなけれ

ばならない。その他は、排水管の掘削工と同じとする。

（2） 基礎工

小口径マスの設置箇所の基礎工は、排水管の基礎工と同じとする。（図－9）

（3） 設置工

① 小口径マスと管との接合は、十分に挿入しなければならない。

② 小口径マスは、原則として地表面に対し、垂直になるように設置しなければならない。

③ 小口径マスの天端は、地表面と同一としなければならない。

（4） 保護

① 車両等の通行がある箇所では、小口径マスの損傷を防ぐため、保護鉄蓋等で保護しなけれ

ばならない。（図－10）

図－9
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② 保護鉄蓋内に使用する内蓋は、把手付密閉内蓋を使用する。

図－10
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資料－１ 

設計図凡例
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資料－２ 
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資料－3 標準断面図（φ100）人力掘削
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資料－4 標準断面図（φ100）機械掘削
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資料－5 標準断面図（φ75）人力掘削
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資料－6 標準断面図（φ75）機械掘削
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資料－7 標準断面図（φ50）人力掘削
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資料－8 標準断面図（φ50）機械掘削


